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☆知的財産研修会（特許ライセンス契約の法律実務） ⑻
☆TC Heartland, In re Cray, In re HTC
　各判決にみる、米国特許訴訟の裁判地 …… ⑴

１．はじめに
　米国特許訴訟において、特許権者および被疑侵害
者の双方にとって裁判地は重要な関心事となる。米
国最高裁判所は、28 U.S.C.（合衆国法典第28巻「司
法及び司法手続き」）§1400（b）の解釈を巡る2017
年５月22日のTC Heartland判決１において、米国企
業に対する特許訴訟は「被告が法人登録している州
の裁判所、または、侵害行為が発生し、さらに、被

告が日常的かつ確立された事業拠点を持つ地区の裁
判所でしか提訴できない」と判示した２。
　TC Heartland判決の後、CAFC（連邦巡回区控訴
裁判所）は、2017年９月21日のIn re Cray判決３にお
いて「日常的かつ確立された事業拠点を持つ裁判地
区」の解釈を明らかにした。これら二つの判決により、
米国企業の裁判地は従前より限定されることが明ら
かとなった。

TC Heartland, In re Cray, In re HTC
各判決にみる、米国特許訴訟の裁判地

ユアサハラ法律特許事務所

弁理士　奈良　大地



特 許 ニ ュ ー ス 平成30年８月15日（水曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

　一方で、TC Heartland判決は、外国企業は任意
の裁判地において提訴され得ることを明らかにした
Brunette判決４（1972年）に対する意見陳述を拒否
している。これを受け、外国企業の裁判地に関す
る更なる判決が待ち望まれていたところ、CAFCは、
2018年５月９日に「Brunette判決は変更されていな
い」と判示するIn re HTC判決５を下した。
　本項では、これらの判決を題材に、米国企業およ
び外国企業のそれぞれの裁判地の取り扱いについて
紹介する６。

２．TC Heartland判決（最高裁、2017年５
月22日）

（１）　背景

28U.S.C.§1400（b）は「どのような特許侵害の
民事訴訟も、被告の居住する（resides）裁判地
区または被告が侵害行為を行い、かつ、日常的か
つ確立された事業拠点を持つ裁判地区に提起され
なければならない」旨を規定している。一方で、
28U.S.C.§1391（c）（２）は、会社等が「被告の場
合は、その訴訟について被告に人的管轄権があれ
ば、いかなる地区にも居住（reside）していると
みなされる」旨を規定している。

本判決以前は、人的管轄権を有する程度に事業
を行っている地区であれば、§1391（c）（２）によっ
て被告はその地区に「居住」しているとみなされ、
§1400（b）の「居住」要件を満たすと考えられて
いた。したがって、被告の実際の住居等が存しな
い地区であっても、その地区における被疑侵害品
の販売等があれば裁判地は適切であるとする運用
が定着していた。すなわち、裁判地は広く認めら
れていた。

本件では、§1400（b）のうち「居住」という用
語の解釈が争われた。

（２）　最高裁判旨（2017年５月22日）

最高裁はStonite判決７およびFourco判決８を引
用しつつ、米国企業の場合は設立州（法人登録し
ている州）のみが§1400（b）の「居住」地にあた
ると判示した。

ただし、最高裁は外国企業に対してこの判
示事項が妥当するか否かについては回答せず、

Brunette判決に対する意見陳述を拒否した。なお、
Brunette判決の判旨は「外国企業９に対しては
28U.S.C.§1400（b）は適用されず、28U.S.C.§1391

（d）（判決当時。現在の28U.S.C.§1391（c）（３）
にあたる。）が適用される。したがって、外国企業
は（人的管轄権さえ存すれば）任意の裁判地にお
いて提訴され得る」というものである。

３．In re Cray判決（CAFC、2017年９月21日）
（１）　背景

本件の一審被告Cray社はワシントン州で設立さ
れた企業であり、スーパーコンピューターの製造
販売を業としている。本件の一審原告Raytheon社
はスーパーコンピューターに関する米国特許権者
であり、Cray社の販売行為等は特許権を侵害して
いるとしてテキサス州東部地区においてCray社を
提訴した。

TC Heartland判決を受け、Cray社は（i）テキ
サス州東部地区に「居住」していないことおよび

（ii）特許権の侵害行為を犯しておらず、かつ、テ
キサス州東部地区に「日常的かつ確立された事業
拠点」を持たないことを主張し、テキサス州東部
地区から他の地区への移送を申立てた。

（２）　地裁10判旨（2017年６月29日）

Cray社の設立州はテキサス州東部地区であって
ワシントン州ではないので、地裁では、Cray社の
主張（i）は問題なく認められた。

一方で、テキサス州東部地区の住居において遠
隔勤務している被雇用者を少なくとも一人有する
ことから、Cray社は「日常的かつ確立された事業
拠点」をテキサス州東部地区に有するとして、地
裁は主張（ii）を認めなかった。

これを受け、Cray社が§1400（b）の「日常的
かつ確立された事業拠点を持つ裁判地区」の解釈
を争うべく控訴したのが本件である11。

（３）　CAFC判旨（2017年９月21日）

CAFCは、本件において遠隔勤務している被
雇用者の住居は「日常的かつ確立された事業拠
点」にあたらないとして、Cray社の主張を認め
た。CAFCは「日常的かつ確立された事業拠点を


